
 

船舶事故調査報告書 

平成２９年６月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２８年１２月１８日 １５時４０分ごろ 

発生場所 神奈川県三浦市城ヶ島安房埼東北東方沖 

 安房埼灯台から真方位１０８°１,７６０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°０７.５′ 東経１３９°３８.９′） 

事故の概要  漁船愛
あい

丸は、南東進中、また、プレジャーボートヤマジュン丸は、

錨泊中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 平成２９年１月１８日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 愛丸、４.９７トン 

   ＫＮ３－１０４２９（漁船登録番号）、個人所有 

Ｂ プレジャーボート ヤマジュン丸、０.２トン 

２３５－４１９３６神奈川、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（同乗者） 

 損傷 Ａ 船首部外板に擦過傷 

Ｂ 両舷中央部舷側に欠損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏 

事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、漁場に向けて約９ノットの対地

速力で南東進中、その船首部がＢ船の左舷船尾部に衝突し、Ｂ船を乗

り切って停止した。 

船長Ａは、本事故当時、船首浮上によって本船の船首方に死角が生

じていたが、漁場に向けるときに他船を認めなかったので、前方に他

船はいないと思い、船首を左右に振るなどして船首方の死角を補う見

張りをしていなかった。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、釣りをしな

がら錨泊中、船長Ｂが、船尾方約１,０００ｍにＢ船に向首している

Ａ船を認め、錨泊中の形象物を揚げているＢ船を避けるものと思って

いたところ、その後もＡ船が接近してくるので、手を振って大声で注

意喚起し、機関を始動したが間に合わなかった。 

分析  

 

 Ａ船は、船長Ａが、前方に他船はいないと思い、船首方の死角を補

う見張りを適切に行っていなかったことから、錨泊中のＢ船に気付か

ず、Ｂ船に衝突したものと考えられる。 



 

Ｂ船は、船長Ｂが、錨泊中の形象物を揚げているＢ船をＡ船が避け

るものと思っていたところ、その後もＡ船が接近してくるので、手を

振って大声で注意喚起し、機関を始動したが間に合わず、Ａ船が衝突

したものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が南東進中、Ｂ船が錨泊中、船長Ａが船首方の死角

を補う見張りを適切に行わなかったため、Ａ船がＢ船に衝突したもの

と考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・常時適切な見張りを行うこと。 

 ・有効な音響による信号を行うことができる手段を講じておくこ

と。 

 


